
子育て部分休業 不妊治療休暇 ボランティア休暇 ＬＧＢＴ等性的少数者の職員の休暇 障がいのある職員の休憩時間

対
象

小学校又は特別支援学校の小
学部１～３年生の子を養育す
る職員
(短時間勤務・臨時的任用職員
含む。非常勤職員除く)

不妊治療を受ける職員　【男女と
もに取得可】
(短時間勤務・臨時的任用職員含
む。非常勤職員除く)

常勤職員、短時間勤務・臨
時的任用職員、非常勤職員
含む

常勤職員、短時間勤務・臨時的任
用職員（非常勤職員除く)

ア、身体障がい者
イ、知的障がい者
ウ、精神障がい者
エ、ア～ウのほか、当該職員の特
性により特に必要と認められる職
員、障がいのある職員のうち、早
出遅出勤務が認められる職員と同
様の定義

所
得
期
間

勤務時間の始め又は終わりに
１日２時間以内
（１５分単位で取得可）

年6日（日又は時間単位で取得可） 年５日(日単位の取得) 各休日の日数と同様 休憩時間の分割及び延長（15分単
位で可）

取
得
条
件

※部分休業の取得条件と同様
となる見込み

以下の治療を対象とする
・一般不妊治療(タイミング法、排
卵誘発法、人工授精）
・生殖補助医療（体外受精、顕微
授精）

報酬を得ない社会貢献活動
で、勤務しないことが相当
と認められる場合

○特別休暇
・結婚休暇(a）　 ・服喪休暇(a）
・妻の出産休暇(b)・男性の育児参
加休暇(b)
・子の看護休暇 　・短期介護休暇
○介護休暇　　           ○介護時間
(いずれも事実婚と同様に扱う)
(b＝非常勤職員は制度なし）

学校長が職員からの願書と勤務状
況を確認

申
請
要
件

※部分休業の取得条件と同様
となる見込み

医療機関からの『不妊治療連絡
カード』、『所定意見書』等で学
校長が確認

学校長へ活動場所、活動内
容、仲介団体等について記
載した書面を提示

パートナーシップ宣誓書受領証
(※)及び住民票等

給
与 無給 無給 有給

〇特別休暇は有給、（a）は非常勤
職員も有給
〇介護休暇、介護時間は無給
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№２１６６ 泉北教育 ２０２０年３月９日 （２）

泉 北教 組に加 入し て子ど もと教 育を 守ろう ！
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